
平成 25 年 8 月 21 日 

 

株式会社オプティキャスト 

ＮＴＴ東日本群馬支店 

 

群馬エリアにおける「フレッツ・テレビ」及び「スカパー！プレミアムサービス光」等の 

提供エリア拡大（予定）と事前受付の開始について 

 

 

スカパーJSAT 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：高田 真治）の子会社である株式会

社オプティキャスト（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川 俊之、以下オプティキャスト）と NTT 東日本は、現

在連携して首都圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）および北海道、福島の各一部地域に提供中である「フレッツ・テレ

ビ」※1 について、平成 25 年 9 月 17 日（火）を目途に群馬エリアの一部地域へ提供エリアを拡大する予定です。  

  

なお、オプティキャストが提供する「フレッツ・テレビ」のオプションサービスである「スカパー！プレミアムサービス

光」※2 の提供エリアも同様に拡大する予定です。 

 

「フレッツ・テレビ」および「スカパー！プレミアムサービス光」は、現在サービス提供中のエリアにおいて、地上デ

ジタル放送はもちろん、BSデジタル放送やCSデジタル放送での海外ドラマやスポーツ中継などのご視聴ニーズに

も適うサービスとして、大変ご好評をいただいております。また、アンテナ不要でテレビ視聴環境が導入できること

から、ご自宅を新築・リフォームされるお客さまからも大変ご好評をいただいております。今回のサービス提供エリ

ア拡大によって、より多くのお客さまに「フレッツ・テレビ」および「スカパー！プレミアムサービス光」による快適・便

利な生活をご提供できるものと考えております。 

 

拡大となるエリアにお住まいのお客さまからの「フレッツ・テレビ」及び「スカパー！プレミアムサービス光」のお申

し込みは、平成 25 年 8 月 22 日（木）より別紙のエリアにおいて受付を開始する予定です。 

 

 

※1 「フレッツ・テレビ」とは、NTT 東日本が提供する電気通信サービス「フレッツ光」、「フレッツ・テレビ伝送サービス」の契約と、オプティキャスト 

   が提供する放送サービス「オプティキャスト施設利用サービス」の契約により、地上／BS デジタル放送が受信できるようになるサービスです。 

集合住宅のオーナー様又は管理会社様、管理組合様を対象に建物単位で地上／BS デジタル放送の受信ができるようになるプラン 

（フレッツ・テレビ建物一括契約プラン）もございます。なお、サービスのご利用には対応したテレビまたはチューナーが必要です。 

詳細は、以下のホームページでご覧ください。 

        「フレッツ・テレビ」：フレッツ公式ホームページ（http://flets.com/ftv/index.html）  

   

  ※2 「スカパー！プレミアムサービス光」とは、「フレッツ・テレビ」を利用してスカパー！のハイビジョン放送等を視聴できるサービス＊です。 

「スカパー！光パック HD」では、プロ野球をはじめとするスポーツ、海外ドラマ、韓流、映画、アニメ、ドキュメンタリーなど、多彩なチャンネルが 

視聴できます。この他、Ｊリーグや海外サッカーをハイビジョンで楽しめるセットや、チャンネル単位でご契約可能な「アラカルトチャンネル」も多数 

http://flets.com/ftv/index.html


ございます。詳細は、以下のホームページでご覧ください。  

「スカパー！プレミアムサービス光」：スカパー！ホームページ（http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/） 

 

      ＊テレビ１５１チャンネル（内、ハイビジョン１１７チャンネル）＋ラジオ１００チャンネルが視聴できます。＜平成 25 年 8 月 1 日現在＞ 

スカパー！プレミアムサービス光の専門チャンネルをご覧になるには、テレビ 1 台ごとにスカパー！プレミアムサービス光対応チューナーが 

必要です。 

 

 

1．平成 25 年 9 月におけるサービス提供エリア拡大および事前受付開始日等について 

 

「フレッツ・テレビ」及び「スカパー！プレミアムサービス光」の事前受付、およびサービス提供開始予定エリアは

以下のとおりです。  

 

提供拡大予定エリア 事前受付開始日 サービス提供予定日 

前橋市、高崎市、安中市、

渋川市、桐生市、太田市、

邑楽郡明和町、 

北群馬郡榛東村 

の一部地域、及び 

館林市、邑楽郡板倉町 

の全域 

平成 25 年 8 月 22 日（木） 

午前 9：00 
平成 25 年 9 月１7 日（火） 

 

※上記提供エリア内でも、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。 

※上記サービス提供拡大エリアの詳細については、【別紙】をご参照ください。 

 

 

 

2．お客さまからのお申込み、お問い合わせ 

 

（１） インターネットからのお申込み、お問い合わせ   

 

■スカパー！プレミアムサービス光ホームページ：http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/ 

■フレッツ公式ホームページ：http://flets.com/   

 

（２） 電話でのお申込み、お問い合わせ    

 

■オプティキャスト【スカパー！プレミアムサービス光】 

スカパー！カスタマーセンター    

電話番号：03-4334-7821 または 0570-087-235      

http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/
http://www.skyperfectv.co.jp/hikari/
http://flets.com/


受付時間：10：00～20：00 （年中無休）      

 

■NTT 東日本【フレッツ・テレビ、フレッツ・テレビ 建物一括契約プラン】      

電話番号：0120-116116 （携帯電話・PHS からもご利用いただけます。）     

受付時間：9：00～17：00 （土・日・祝日も受け付けております。年末年始 12/29～1/3 を除きます。） 

 



【別紙】サービス提供拡大予定、および申込受付開始エリアについて 

 

 次の行政区内において「フレッツ・テレビ」、および「スカパー！プレミアムサービス光」のお申し込み受付、 

サービス提供を開始する予定です。 

 

申込受付開始日 提供開始予定日 サービス提供拡大予定エリア 

平成 25 年 

8 月 22 日（木） 

午前 9：00 

平成 25 年 

9 月 17 日（火） 

 

群馬県前橋市 

紅雲町１～２丁目、三河町１～２丁目、上佐鳥町、城東町１～５丁目、西片貝町

１～５丁目、大手町１～３丁目、朝日町１～４丁目、天川原町１～２丁目、天川大

島町１～３丁目、天川町、南町１～４丁目、表町１～２丁目、文京町１～４丁目、

本町１～３丁目、六供町、六供町１丁目、六供町４丁目、下沖町、下細井町、下

小出町１～３丁目、関根町、関根町１～３丁目、岩神町１～４丁目、幸塚町、荒

牧町、荒牧町１～４丁目、国領町１～２丁目、三俣町１～３丁目、若宮町１～４丁

目、住吉町１～２丁目、昭和町１～３丁目、上沖町、上小出町１～３丁目、青柳

町、千代田町１～５丁目、川原町、川原町１～２丁目、川端町、南橘町、日吉町

１～４丁目、日輪寺町、敷島町、平和町１～２丁目、北代田町、竜蔵寺町、緑が

丘町、稲荷新田町、下新田町、下石倉町、元総社町、元総社町１～３丁目、古

市町、古市町１丁目、後家町、光が丘町、江田町、高井町１丁目、小相木町、小

相木町１丁目、上新田町、上青梨子町、新前橋町、清野町、青葉町、青梨子

町、石倉町、石倉町１～５丁目、川曲町、前箱田町、前箱田町２丁目、総社町１

～４丁目、総社町高井、総社町桜が丘、総社町植野、総社町総社、大渡町１～

２丁目、大友町１～３丁目、大利根町１～２丁目、池端町、朝日が丘町、鳥羽

町、箱田町、問屋町１～２丁目、下大島町、下長磯町、後閑町、広瀬町１～３丁

目、女屋町、小島田町、上大島町、上長磯町、西善町、朝倉町、朝倉町１～４丁

目、天川大島町、東片貝町、野中町、笂井町、橳島町、横手町、下阿内町、下

佐鳥町、下川町、亀里町、宮地町、公田町、新堀町、鶴光路町、徳丸町、房丸

町、力丸町、下増田町、駒形町、山王町、山王町１～２丁目、小屋原町、中内

町、東善町  の各全域 

上泉町、小神明町、上細井町、田口町、江木町、上増田町、富田町、東上野

町、堀之下町の各一部地域 

 

群馬県高崎市 

中尾町、あら町、旭町、栄町、堰代町、下横町、下佐野町、下中居町、下之城

町、下豊岡町、下和田町１～５丁目、喜多町、歌川町、貝沢町、岩押町、寄合

町、宮元町、弓町、九蔵町、元紺屋町、江木町、高関町、高砂町、高松町、根小

屋町、佐野窪町、砂賀町、山田町、山名町、四ツ屋町、寺尾町、芝塚町、若松

町、住吉町、昭和町、鞘町、上佐野町、上大類町、上中居町、上並榎町、上豊

岡町、上和田町、乗附町、城山町１～２丁目、常盤町、新後閑町、新紺屋町、新

田町、真町、成田町、聖石町、請地町、石原町、赤坂町、双葉町、相生町、台

町、大橋町、鍛冶町、中居町１～４丁目、中紺屋町、中豊岡町、通町、椿町、鶴



見町、田町、東町、藤塚町、南大類町、南町、日光町、白銀町、八千代町１～４

丁目、八島町、八幡町、飯玉町、飯塚町、鼻高町、並榎町、片岡町１～３丁目、

北久保町、北双葉町、北通町、本町、末広町、矢中町、柳川町、羅漢町、竜見

町、連雀町、和田多中町、和田町、檜物町、沖町、下小塙町、下大島町、我峰

町、楽間町、菊地町、金井淵町、剣崎町、行力町、若田町、上小鳥町、上小塙

町、南新波町、北新波町、本郷町、井野町、稲荷町、下小鳥町、小八木町、新

保町、新保田中町、正観寺町、大八木町、筑縄町、天神町、東貝沢町１～４丁

目、日高町、浜尻町、福島町、問屋町１～４丁目、問屋町西１～２丁目、緑町１

～４丁目、上滝町、西横手町、西島町、大沢町、中大類町、中島町、島野町、萩

原町、綿貫町、矢島町、倉賀野町、台新田町、東中里町、八幡原町、木部町、

菅谷町、西国分町、足門町、中泉町、中里町、塚田町、東国分町、棟高町、北

原町、冷水町、下大類町、下滝町、京目町、栗崎町、元島名町、柴崎町、宿横

手町、宿大類町、阿久津町、下斎田町、岩鼻町、宮原町、井手町、稲荷台町、

引間町、金古町、後疋間町、三ツ寺町、町屋町、白岩町の各全域 

浜川町、高浜町、保渡田町、下里見町、上大島町、神戸町、中里見町、箕郷町

白川の各一部地域 

 

群馬県安中市 

板鼻、板鼻１～２丁目、安中、安中１～５丁目、下間仁田、下秋間、岩井、高別

当、秋間みのりが丘、小俣、上間仁田、西上秋間、大谷、大竹、中秋間、中宿、

中宿１丁目、東上秋間、野殿の各全域 

下磯部、原市、原市４丁目、古屋、鷺宮の各一部地域 

 

群馬県渋川市 

渋川、阿久津、金井、行幸田、石原、祖母島、中村、南牧、白井、八木原の各全

域 

川島、有馬、北橘町下箱田、吹屋、半田、北橘町八崎、北橘町分郷八崎の各一

部地域 

 

群馬県桐生市 

旭町、稲荷町、永楽町、横山町、宮前町１～２丁目、宮本町、宮本町１～４丁

目、境野町１～７丁目、錦町１～３丁目、琴平町、元宿町、高砂町、三吉町１～２

丁目、小曾根町、小梅町、織姫町、新宿１～３丁目、清瀬町、西久方町１～２丁

目、川岸町、泉町、仲町１～３丁目、堤町１～３丁目、天神町１～３丁目、東１～

７丁目、東久方町１～３丁目、東町、巴町１～２丁目、美原町、菱町１～４丁目、

浜松町１～２丁目、平井町、本町１～６丁目、末広町、広沢町１～７丁目、広沢

町間ノ島、桜木町、相生町１～５丁目 の各全域 

 

群馬県太田市 

スバル町、安良岡町、金山町、熊野町、上小林町、台之郷町、大島町、長手町、



鳥山下町、鳥山中町、鳥山町、鶴生田町、東金井町、東長岡町、東本町、韮川

町、八幡町、沖之郷町、下小林町、岩瀬川町、小舞木町、庄屋町、新井町、新

島町、石原町、朝日町、内ケ島町、八重笠町、飯塚町、飯田町、浜町、茂木町、

矢場新町、矢場町、龍舞町、沖野町、下田島町、上田島町、城西町、新道町、

新野町、西本町、西野谷町、泉町、中根町、藤阿久町、藤久良町、別所町、宝

町、本町、由良町、脇屋町の各全域 

西新町、東今泉町、植木野町、東別所町、細谷町、只上町、鳥山上町、東新

町、富若町、下浜田町、西矢島町、東矢島町、福沢町の各一部地域 

 

群馬県館林市 

つつじ町、羽附旭町、羽附町、栄町、岡野町、下三林町、下早川田町、加法師

町、花山町、近藤町、広内町、高根町、細内町、坂下町、若宮町、小桑原町、松

原１～３丁目、松沼町、上三林町、上赤生田町、上早川田町、城町、新栄町、新

宿１～２丁目、諏訪町、瀬戸谷町、成島町、西高根町、西美園町、西本町、青柳

町、赤生田町、赤生田本町、赤土町、千代田町、千塚町、足次町、代官町、台

宿町、大街道１～３丁目、大手町、大新田町、大谷町、仲町、朝日町、東広内

町、東美園町、当郷町、南美園町、楠町、日向町、入ケ谷町、尾曳町、美園町、

苗木町、富士見町、富士原町、分福町、傍示塚町、北成島町、堀工町、本町１

～４丁目、木戸町、野辺町、緑町１～２丁目、四ツ谷町、田谷町、大島町の各全

域 

 

群馬県邑楽郡板倉町 

泉野１～２丁目、泉野４丁目、大字下五箇、大字海老瀬、大字岩田、大字細谷、

大字大高嶋、大字大蔵、大字内蔵新田、大字板倉、大字飯野、大字籾谷、大字

離、朝日野１～４丁目、大字除川、大字西岡、大字西岡新田、大字大荷場、大

字大曲の各全域 

 

群馬県邑楽郡明和町 

下江黒、千津井、上江黒、斗合田の各全域 

 

群馬県北群馬郡榛東村 

   大字新井の一部地域 

※本表に記載のエリア内でも、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。 

 


